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普通会計決算の概要について 

 

 普通会計とは、公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたものをいい、総務省の

地方財政状況調査（決算統計）に係る会計区分であり、地方公共団体相互間の比較や時系列比較が行い

易い会計区分である。

平成 年度の普通会計は、一般会計、中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計、知多半田駅前

土地区画整理事業特別会計、乙川中部土地区画整理事業特別会計、学校給食特別会計、黒石墓地事業特

別会計の６会計から構成され、その決算額は地方財政状況調査として報告をしている。

普通会計の決算額は、各会計を単純に合算するのではなく、各会計間の重複部分（繰入金、繰出金）

を控除した純計決算額である。この調査結果は、各種財政分析の資料として用いられるものであり、国

の地方財政白書や地方財政の分析・検討等に広く利用されている。

本市の過去５年間の普通会計決算のあらましは次のとおりである。

普 通 会 計 収 支 等 の 状 況 単位：千円、％

区 分 年度 年度 年度 年度 年度

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰り越すべき財源

実 質 収 支

単 年 度 収 支 △ △

積 立 金 （ 財 調 ）

繰 上 償 還 金

積 立 金 取 り 崩 し 額

実 質 単 年 度 収 支

＝ ＋ ＋ －
△

実 質 収 支 比 率

積立金現在高（財調）

土 地 開 発 基 金

地 方 債 現 在 高

債 務 負 担 行 為 額

土地開発公社借入残高

注 年度の積立金現在高 財調 は、端数整理により△１千円調整している。

実質収支比率：実質収支額 ÷ 標準財政規模 ×

平成 年度の普通会計決算は、歳入総額は 千円で前年度比 ％増（前年度 ％増 と

なり、歳出総額は 千円で前年度比 ％増 前年度 ％減 となった。

歳入歳出差引額は、 千円で、実質収支は 千円の黒字決算となり、単年度収支は

千円、実質単年度収支は 千円となった。また、実質収支比率は、前年度より ポイン

ト増の ％であった。
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財政力、財政構造の状況について 

 

財政力を計る方法として、財政指標を用いる場合があります。財政指標には、様々な指標や基準があ

り、ひとつひとつの指標はその指標が求める状況の一側面しか捉えることができず、総合的に財政力や

市の状態を表す指標はありません。１つの指数のみから財政力や財政の健全性を判断するには難しい面

がありますので、個別の指数の最適化を考慮しつつ、複数の指数で総合的に財政力の有無や市の財政状

況を判断し、著しく財政の健全性が損なわれることのないよう財政運営に努めます。

次の表は、本市の過去５年間の主な財政的な指数等を一覧にしたものです。

単位：千円、％  

区 分 年度 年度 年度 年度 年度

類 似 団 体 類 型 区 分 Ⅲ－２ Ⅲ－２ Ⅲ－１ Ⅲ－１ Ⅲ－１

基 準 財 政 需 要 額

類 似 団 体 未発表

基 準 財 政 収 入 額

類 似 団 体 未発表

普 通 地 方 交 付 税

標 準 税 収 入 額 等

標 準 財 政 規 模

類 似 団 体 未発表

財政力指数 単年度

３か年平均

類似団体 ３か年平均 未発表

公 債 費 比 率

公 債 費 負 担 比 率

類 似 団 体 未発表

経 常 収 支 比 率

類 似 団 体 未発表

経常一般財源等比率

類 似 団 体 未発表
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【 用 語 等 】 

 

・類似団体類型区分：人口と産業構造を基に類似の団体を 分類に分けたもの。

県内では瀬戸市、稲沢市、東海市が本市と同じ区分。

・基準財政需要額：普通交付税の交付に用いるため、各地方公共団体の各年度の財政需要を合理的に

算定するもので、全国標準に基いて合理的かつ妥当な水準で行政活動を行うため

に必要とされる経費のうち一般財源をもって賄われるものの総額である。具体的

には各行政項目ごとに設けられた測定単位に必要な補正を加え、これに各測定単

位ごとに定められた単位費用を乗じたものの合計額である。

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）

×補正係数（寒冷補正等）
 

・基準財政収入額：各地方団体の財政力を合理的に算定するもので、地方団体の標準的な税収入等の

一定割合の合計により算定された額である。

基準財政収入額 ＝ （標準的地方税等収入見込額×75％）＋ 地方譲与税等

・普通地方交付税：交付基準額に基づき、実際に普通地方交付税として交付された額である。

交付基準額＝基準財政需要額－基準財政収入額

・標準税収入額等：基準財政収入額を算定するときに用いる標準的地方税収入見込額に地方譲与税等

を加算した額である。

法定普通税のすべて＋税交付金＋地方譲与税＋交通安全対策特別交付金＋

地方特例交付金等

・標 準 財 政 規 模：標準税収入額等に普通交付税と臨時財政対策債発行可能額を合計した額である。

・財 政 力 指 数：市町村の財政力を測る指数であり、普通交付税の算定における基準財政収入額を

基準財政需要額で除したものである。通常、単年度ではなく３か年分の平均値を

財政力指数といい、その団体の財政力を判断する理論上の尺度となる。この数値

が１を上回り大きくなるほど一般財源に余裕があると言え、１を下回ると一般財

源不足の状態と言える。
 

・公 債 費 比 率 ：公債費に充てられる一般財源と、標準的に入ると見込まれる一般財源（標準財政

規模）の割合

（公債費に充てた税等の一般財源額－災害復旧費等に係る基準財政需要額）÷（標

準財政規模－災害復旧費等に係る基準財政需要額）×
 

・公債費負担比率：公債費が、どの程度一般財源の使途の自由度を制限しているかを示す指標で、公

債費に充てられる一般財源と、一般財源との割合。

一般的には、 ％が危険水準、 ％が警戒水準と言われている。
 

・経 常 収 支 比 率：人件費、扶助費、公債費等の経常経費に充当された一般財源を経常一般財源総額

（減税補てん債及び臨時財政対策債を含む）で除した比率であり、通常財政構造

の良否を判断する指標に使われる。この比率は、おおむね ～ ％に分布するこ

とが望ましいとされている。 

・経常一般財源等比率：実際に収入された税等の経常一般財源と標準財政規模との比率で、 ％を超え

るほど財政構造に弾力性があるとされている。
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２６．　３．３１ 人

２５．　３．３１ 人

増減率 ％

２６．　３．３１ 世帯

２５．　３．３１ 世帯

増減率 ％

決 算 額

構 成 比

普 通 交 付 税

特別交付税 震災復興含む

うち減収補てん債特例分

う ち 臨 時 財 政 対 策 債

う ち 職 員 給

元 金 償 還 金

利 子 償 還 金

一時借入金等利子

う ち 一 部 事 務 組 合負 担金

う ち 人 件 費 有

普 通 建 設 事 業 費 有

う ち 補 助 無

う ち 単 独 無

災 害 復 旧 事 業 費 無

失 業 対 策 事 業 費 無

無

無

平 成 ２５年 度 住
民
基
本
台
帳

人

口

区　　分 22年国調

決　算　状　況
世

帯

17年国調 増減率

人　　　口 118,828 人 115,845 人

面　　　積 47.24 k㎡ 47.24 k㎡

△ 0.3

人 口 密 度 2,515 人/k㎡ 2,452 人/k㎡
歳　入　の　状　況　　（　単　位　:　千　円　・　％　）

区　　　　　分 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比 人 口 集 中
地 区 人 口 103,887 人 101,667 人

地 方 税

地 方 譲 与 税

産
業
構
造

第　１　次
794 人 1,014 人

△21.7%
利 子 割 交 付 金 1.4 ％ 1.8 ％

配 当 割 交 付 金
第　２　次

20,766 人 21,877 人
△5.1%

株式等譲渡所得割交付金 37.2 ％ 38.6 ％

地 方 消 費 税 交 付 金
第　３　次

34,342 人 33,790 人

ゴルフ場利用税交付金 61.4 ％ 59.6 ％

特別地方消費税交付金 市 町 村 税 の 状 況　（単位　:　千円・％）

自動車取得税交付金 区　　　　　分 収 入 済 額 超 過 課 税 分

軽 油 取 引 税 交 付 金 普 通 税

地 方 特 例 交 付 金 １ 法 定 普 通 税

地 方 交 付 税 市 町 村 民 税

ⅰ 個人均等割

ⅱ 所 得 割

（ 一 般 財 源 計 ） ⅲ 法人均等割

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ⅳ 法 人 税 割

分 担 金 ・ 負 担 金 固 定 資 産 税

使 用 料 う ち 純 固 定 資 産 税

手 数 料 軽 自 動 車 税

国 庫 支 出 金 市町村たばこ税

国 有 提 供 交 付 金 鉱 産 税

（ 特 別 区 財 調 交 付 金 ） 特 別 土 地 保 有 税

都 道 府 県 支 出 金 ２ 法 定 外 普 通 税

財 産 収 入 目 的 税

寄 附 金 １ 法 定 目 的 税

繰 入 金 入 湯 税

繰 越 金 事 業 所 税

諸 収 入 都 市 計 画 税

地 方 債 水利地益税等

２ 法 定 外 目 的 税

旧 法 に よ る 税

歳 入 合 計 合 計

性　質　別　歳　出　の　状　況　（単位　:　千円・％）

区　　　　　分 決　　算　　額 構　成　比 充当一般財源等
経常経費充当
一般財源等

経常収支比率 区　　　　　分 決　　算　　額　（A)

人 件 費 議 会 費

総 務 費

扶 助 費 民 生 費

公 債 費 衛 生 費

内
訳

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

（ 義 務 的 経 費 計 ） 土 木 費

物 件 費 消 防 費

維 持 補 修 費 教 育 費

補 助 費 等 災 害 復 旧 費

公 債 費

繰 出 金 諸 支 出 金

積 立 金 前 年 度 繰 上 充 用 金

投資・出資金・貸付金 歳 出 合 計

前 年 度 繰 上 充 用 金 経常収支比率

公
営
事
業
等
へ
の
繰
出

投 資 的 経 費 ％

収　支　額
（千円）

事　　業　　名
法適用
の有無

（ ％） 水 道

内
　
　
訳

 （　　　　）内は、減収補てん債特例分
及び臨時財政対策債を除いた比率

病 院

経常一般財源額 駐 車 場

公 共 下 水 道

千円 モーターボート競走

一般財源総額 国 民 健 康 保 険

歳 出 合 計 千円 介 護 保 険
（備考）地方交付税の特別交付税には震災復興特別交付税を含みます。
　　　　住民基本台帳人口・世帯には外国人を含みます。

経常経費充当一般財源額 後期高齢者医療

目　的　別　歳　出　の

千円

旧 新 産 ×

旧 工 特 ×

低 開 発 ×

旧 産 炭 ×

山 振 ×

過 疎 ×

首 都 ×

近 畿 ×

中 部 ○

市 町 村 圏 ×

財 政 再 建 ×

指定表選定 ○

財 源 超 過 ×

議員公務災害 ×

非 常 勤 公 務 災 害 ×

退 職 手 当 × 人

事務機共同 × 人

税 務 事 務 × 人

後期高齢者 ○ 人

伝 染 病 × 人

し 尿 処 理 ○ 人 滞　納

ご み 処 理 ○ 繰越分

火 葬 場 ○

常 備 消 防 ○

小 学 校 ×

中 学 校 ×

農 業 共 済 ×

看護師養成 ○

加 入 世 帯 数

被 保 険 者 数

保険税収入額

国 庫 支 出 金

保 険 給 付 費

保険税収入額

保 険 給 付 費

都 道 府 県 名 愛　知　県 指 定 金 融 機 関
市 町 村 類 型 Ⅲ － １

市 町 村 名 半　田　市

地 方 交 付 税 種 地 Ｉ － ５ 種地
市町村制施行年月日 昭和12年10月1日

指 定 団 体 等
の 指 定 状 況

区　　　　　分 平成２４年度（千円）

三菱東京UFJ銀行
半田支店

所 在 地 　東洋町２－１

平成２５年度（千円）

収
支
状
況

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引

翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源

実 質 収 支

単 年 度 収 支

積 立 金 （ 財 調 ）

繰 上 償 還 金

積 立 金 取 崩 し 額 （ 財 調 ）

実 質 単 年 度 収 支

区　　　分
職　員　数

（人）
給料月額（千円）

一人当たり平均
給料月額（円）

適　用　税　率　の　状　況

一
般
職
員
等

一 般 職 員

うち一般行政職

市

町

村

民

税

個
人

均等割 3,000円

所得割

うち技能労務職

法

人

均等割

（1号）

（2号）

うち 消防職員 50,000円

教 育 公 務 員 120,000円

臨 時 職 員 （3号） 130,000円

一部事務組合
取扱業務

（4号） 150,000円

合　　計 （5号） 160,000円

区　　　分 定　　数 適用開始年月日
一人当たり平均給料
（報酬）月額（千円）

（6号） 400,000円

（7号） 410,000円

特
　
別
　
職
　
等

市 長 （8号）

（9号）

法人税割

1,750,000円

副 市 長 3,000,000円

教 育 長

議 会 議 長 固 定 資 産 税

議 会 副 議 長 徴　    収　    率

議 会 議 員
区　　　分

現　年

課税分
合　計

市民税

設立の有無 有　・　無
固定

資産税

設立年月日 昭和49年4月2日
全体

千円

土 地 開 発 公 社

債務保証額

区　　　　　分 平成２４年度 平成２５年度

構　成　比
（A）のうち

普通建設事業費
（A）のうち

充当一般財源等

基 準 財 政 収 入 額 16,029,432千円 16,530,472千円

基 準 財 政 需 要 額 16,897,546千円 17,333,355千円

標 準 税 収 入 額 等 20,866,547千円 21,546,575千円

標 準 財 政 規 模 23,609,683千円 24,054,090千円

財 政 力 指 数

実 質 収 支 比 率 （ ％ ）

経 常 一 般 財 源 等 比 率 （ ％ ）

公 債 費 負 担 比 率 （ ％ ）

公 債 費 比 率 （ ％ ）

連結実質赤字比率（％）健全化
判断比率

実質赤字比率（％）

実質公債費比率（％）

将来負担比率（％）

積立金
現在高

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

特 定 目 的 基 金

3,370,128千円 3,265,238千円

24,357千円 28,738千円

8,932,955千円

5,538,470千円

9,568,394千円

25,943,282千円 23,484,875千円

6,274,418千円

地 方 債 現 在 高

職員数
(人）

国民健康保険
事業会計の状況

合　　　　　計繰出額
(千円)

16,225世帯

債務負担
行為額
（支出

予定額）

物 件 等 購 入 0千円 0千円

    28,686人 保 証 ・ 補 償 0千円 0千円

被保険者１人当たり（円） そ の 他 2,751,448千円 7,729,771千円

実 質 的 な も の 0千円 0千円

合　　　　　計 2,751,448千円 7,729,771千円

収 益 事 業 収 入 7,780千円 9,907千円

ラスパイレス指数（各年４月１日）

加入世帯１世帯当たり（円） 土 地 開 発 基 金 現 在 高 401,282千円 401,830千円

　状　況　（単位　:　千円・％）
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旧 新 産 ×

旧 工 特 ×

低 開 発 ×

旧 産 炭 ×

山 振 ×

過 疎 ×

首 都 ×

近 畿 ×

中 部 ○

市 町 村 圏 ×

財 政 再 建 ×

指定表選定 ○

財 源 超 過 ×

議員公務災害 ×

非 常 勤 公 務 災 害 ×

退 職 手 当 × 人

事務機共同 × 人

税 務 事 務 × 人

後期高齢者 ○ 人

伝 染 病 × 人

し 尿 処 理 ○ 人 滞　納

ご み 処 理 ○ 繰越分

火 葬 場 ○

常 備 消 防 ○

小 学 校 ×

中 学 校 ×

農 業 共 済 ×

看護師養成 ○

加 入 世 帯 数

被 保 険 者 数

保険税収入額

国 庫 支 出 金

保 険 給 付 費

保険税収入額

保 険 給 付 費

都 道 府 県 名 愛　知　県 指 定 金 融 機 関
市 町 村 類 型 Ⅲ － １

市 町 村 名 半　田　市

地 方 交 付 税 種 地 Ｉ － ５ 種地
市町村制施行年月日 昭和12年10月1日

指 定 団 体 等
の 指 定 状 況

区　　　　　分 平成２４年度（千円）

三菱東京UFJ銀行
半田支店

所 在 地 　東洋町２－１

平成２５年度（千円）

収
支
状
況

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引

翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源

実 質 収 支

単 年 度 収 支

積 立 金 （ 財 調 ）

繰 上 償 還 金

積 立 金 取 崩 し 額 （ 財 調 ）

実 質 単 年 度 収 支

区　　　分
職　員　数

（人）
給料月額（千円）

一人当たり平均
給料月額（円）

適　用　税　率　の　状　況

一
般
職
員
等

一 般 職 員

うち一般行政職

市

町

村

民

税

個
人

均等割 3,000円

所得割

うち技能労務職

法

人

均等割

（1号）

（2号）

うち 消防職員 50,000円

教 育 公 務 員 120,000円

臨 時 職 員 （3号） 130,000円

一部事務組合
取扱業務

（4号） 150,000円

合　　計 （5号） 160,000円

区　　　分 定　　数 適用開始年月日
一人当たり平均給料
（報酬）月額（千円）

（6号） 400,000円

（7号） 410,000円

特
　
別
　
職
　
等

市 長 （8号）

（9号）

法人税割

1,750,000円

副 市 長 3,000,000円

教 育 長

議 会 議 長 固 定 資 産 税

議 会 副 議 長 徴　    収　    率

議 会 議 員
区　　　分

現　年

課税分
合　計

市民税

設立の有無 有　・　無
固定

資産税

設立年月日 昭和49年4月2日
全体

千円

土 地 開 発 公 社

債務保証額

区　　　　　分 平成２４年度 平成２５年度

構　成　比
（A）のうち

普通建設事業費
（A）のうち

充当一般財源等

基 準 財 政 収 入 額 16,029,432千円 16,530,472千円

基 準 財 政 需 要 額 16,897,546千円 17,333,355千円

標 準 税 収 入 額 等 20,866,547千円 21,546,575千円

標 準 財 政 規 模 23,609,683千円 24,054,090千円

財 政 力 指 数

実 質 収 支 比 率 （ ％ ）

経 常 一 般 財 源 等 比 率 （ ％ ）

公 債 費 負 担 比 率 （ ％ ）

公 債 費 比 率 （ ％ ）

連結実質赤字比率（％）健全化
判断比率

実質赤字比率（％）

実質公債費比率（％）

将来負担比率（％）

積立金
現在高

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

特 定 目 的 基 金

3,370,128千円 3,265,238千円

24,357千円 28,738千円

8,932,955千円

5,538,470千円

9,568,394千円

25,943,282千円 23,484,875千円

6,274,418千円

地 方 債 現 在 高

職員数
(人）

国民健康保険
事業会計の状況

合　　　　　計繰出額
(千円)

16,225世帯

債務負担
行為額
（支出

予定額）

物 件 等 購 入 0千円 0千円

    28,686人 保 証 ・ 補 償 0千円 0千円

被保険者１人当たり（円） そ の 他 2,751,448千円 7,729,771千円

実 質 的 な も の 0千円 0千円

合　　　　　計 2,751,448千円 7,729,771千円

収 益 事 業 収 入 7,780千円 9,907千円

ラスパイレス指数（各年４月１日）

加入世帯１世帯当たり（円） 土 地 開 発 基 金 現 在 高 401,282千円 401,830千円

　状　況　（単位　:　千円・％）
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○ 地方税                 

 　地方譲与税                 ▲  3.7

 　利子割交付金                 ▲ 15.8

 　配当割交付金 

 　株式等譲渡所得割交付金 ▲ 22.3

 　地方消費税交付金                 ▲  1.5

 　ゴルフ場利用税交付金

 　自動車取得税交付金                 ▲ 17.4

 　地方特例交付金  

 　地方交付税                 

 　交通安全対策特別交付金 ▲  3.7

○ 分担金・負担金                 

○ 使用料                 ▲  1.2

○ 手数料                 ▲  4.1

 　国庫支出金                 

 　県支出金                 ▲  0.8

○ 財産収入                 ▲ 57.8

○ 寄附金                 ▲ 54.8

○ 繰入金                 ▲ 62.1

○ 繰越金                 

○ 諸収入                 ▲  2.2

 　地方債                 ▲ 44.2

合　　　　　　計 ▲  0.6

 　歳入構成比                 

○ 自主財源                 ▲  1.5

 　依存財源                 

※　類似団体決算構成比欄の数値は、類似団体比較カードに掲載された数値を参考にしています。
※※　類似団体決算構成比欄の合計が100％にならないが、これは類似団体において国有提供施設所在市町村助成交付

決算額

Ａ

臨時的

なもの
Ｂ

決算額

増減率
％

区 分
臨時的

なもの
Ｂ

差  引
経常的
なもの
Ａ－Ｂ

経    常

一般財源

決算額

構成比
％

決算額

Ａ

類似団
体決算
構成比
％

普 通 会 計 年 度 別

     平　　成平　　成　　２　　３　　年　　度

(単位：千円）

▲  0.1 未発表

▲  5.5 〃 ▲  6.1

▲ 17.5 〃 ▲  4.3

〃

〃

▲  0.1 〃 ▲  0.9

▲  1.4 〃 ▲  2.8

〃 ▲ 11.5

▲ 72.6 〃 ▲  0.7

▲  4.9 〃 ▲  6.6

▲  0.4 〃 ▲  1.9

〃 ▲  0.3

▲  0.4 〃

〃

▲  3.3 〃

▲  8.8 〃

▲ 13.3 〃

〃

〃

▲  6.7 〃

〃

〃 ▲ 31.1

〃

〃

▲  2.2 〃

金が計上されているためです。

決算額

構成比
％

類似団
体決算
構成比
％

決算額

増減率
％

決算額

Ａ

臨時的

なもの
Ｂ

差  引
経常的
なもの
Ａ－Ｂ

経    常

一般財源

決算額

増減率
％

差  引
経常的
なもの
Ａ－Ｂ

経    常

一般財源

決算額

構成比
％

類似団
体決算
構成比
％

歳 入 決 算 の 状 況

２　　４　　年　　度     平　　成　　２　　５　　年　　度
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(単位：千円）

▲  0.1 未発表

▲  5.5 〃 ▲  6.1

▲ 17.5 〃 ▲  4.3

〃

〃

▲  0.1 〃 ▲  0.9

▲  1.4 〃 ▲  2.8

〃 ▲ 11.5

▲ 72.6 〃 ▲  0.7

▲  4.9 〃 ▲  6.6

▲  0.4 〃 ▲  1.9

〃 ▲  0.3

▲  0.4 〃

〃

▲  3.3 〃

▲  8.8 〃

▲ 13.3 〃

〃

〃

▲  6.7 〃

〃

〃 ▲ 31.1

〃

〃

▲  2.2 〃

金が計上されているためです。

決算額

構成比
％

類似団
体決算
構成比
％

決算額

増減率
％

決算額

Ａ

臨時的

なもの
Ｂ

差  引
経常的
なもの
Ａ－Ｂ

経    常

一般財源

決算額

増減率
％

差  引
経常的
なもの
Ａ－Ｂ

経    常

一般財源

決算額

構成比
％

類似団
体決算
構成比
％

歳 入 決 算 の 状 況

２　　４　　年　　度     平　　成　　２　　５　　年　　度
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普　通　会　計　年　度　別　歳　出　

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費 ▲  6.7

農 林 水 産 業 費 ▲  4.5

商 工 費

土 木 費 ▲ 17.6

消 防 費 ▲ 10.5

教 育 費

災 害 復 旧 費 －

公 債 費 ▲  1.0

諸 支 出 金 －

合 計 ▲  0.4

※　類似団体決算構成比欄の数値は、類似団体比較カードに掲載された数値を参考にしています。

 　　区　　　分
決 算 額

増 減 率

％

類似団体
決 算 額
構 成 比

％

決  算  額

平　　成　　２　　４　　年　　度平　　　成　　２　３　　年　　　度

決 算 額

構 成 比

％

決  算  額
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   決　算　（目　的　別）　の　状　況

▲ 12.4 未発表 ▲  2.0

▲ 13.6 〃

▲  1.7 〃

▲  9.4 〃

▲ 43.1 〃

〃 ▲ 19.1

〃 ▲ 36.3

〃 ▲  9.4

〃

〃 ▲  0.7

－ 〃 －

▲  1.9 〃 ▲  2.6

－ 〃 －

▲  1.8 〃

決 算 額

構 成 比

％

平　　成　　２　　４　　年　　度

決 算 額

増 減 率

％

類似団体
決 算 額
構 成 比

％

（単位：千円）

類似団体
決 算 額
構 成 比

％

決 算 額

増 減 率

％

平　　成　　２　　５　　年　　度

決  算  額

決 算 額

構 成 比

％
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                   平    成

１人件費         ▲ 1.0

２扶助費         

３公債費         ▲ 1.0

内
元利償還金         ▲ 1.0

訳一時借入金
利子

４物件費         

５維持補修費         ▲ 2.4

６補助費等         ▲ 6.4

７積立金         

８
投資及び
出資金貸付金 ▲ 1.6

９繰出金         ▲ 5.0

投資的経費         ▲10.8

うち人件費         ▲18.0

普通建設事業費        ▲10.8

うち単独事業費        ▲ 9.6

災害復旧事業費        －

▲ 0.4

▲ 1.7

　※　経常収支比率は、経常経費充当一般財源を経常一般財源総額(減税補てん債と臨時財政対策債を加えた額)で除した比率です。

　※※　類似団体決算構成比欄の数値は、類似団体比較カードに掲載された数値を参考にしています。

決算額

Ａ

臨時的

なもの

Ｂ

差　引
経常的
なもの

Ａ－Ｂ

決算額

Ａ

臨時的

なもの

Ｂ

差　引
経常的
なもの

Ａ－Ｂ

経常経費
充　　当
一般財源

決算
額構
成比

％

決算
額増
減率

％

        平　　成　　２　　３　　年　　度       

決算
額構
成比

％

経常
収支
比率

％

類似団体

経常
収支
比率

％

歳出構成比（％）

区　　　分

 小計
（義務的経費）

合　　　計

うち人件費

計　（１～９）

普　　通　　会　　計　　年　　度　　別　　歳　　出     
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（単位：千円）

     ２　　４　　年　　度

▲ 4.3 未発表 未発表 ▲ 7.3

▲ 1.6 〃 〃

▲ 1.9 〃 〃 ▲ 2.6

▲ 1.9 〃 〃 ▲ 2.6

▲50.3 〃 〃 ▲41.3

▲ 2.5 〃 〃 ▲ 1.7

▲ 7.1 〃 〃 ▲ 2.1

▲12.7 〃 〃

▲ 2.7 〃 〃 ▲ 7.3

▲24.4 〃

〃 〃

▲ 0.3 〃 〃

▲ 3.9 〃 〃

〃

〃 ▲ 3.4

〃

〃

￣ 〃 ￣

▲ 1.8 〃 〃

▲ 3.7 〃 ▲ 7.2

経常
収支
比率

％

決算
額増
減率

％

決算
額増
減率

％

決算額

Ａ

臨時的

なもの

Ｂ

差　引
経常的
なもの

Ａ－Ｂ

経常経費
充　　当
一般財源

決算
額構
成比

％

決算
額構
成比

％

経常
収支
比率

％

経常経費
充　　当
一般財源

決算
額構
成比

％

経常
収支
比率

％

        平          成          ２     ５        年          度       

類似団体

決算
額構
成比

％

類似団体

      決    算    （  性    質    別  ）    の    状    況

経常
収支
比率

％
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 総　務　費  総務管理費

 民  生  費  老人福祉費

農林水産業費

 商  工  費

 道路橋梁費   

 街路費

 公園費       

 区画整理費等   

 住宅費    

 その他

 小学校費   

 中学校費

 社会教育費   

 保健体育費 

 総  務  費  総務管理費

 民　生　費  児童福祉費 負

 保健衛生費

 清掃費      

 農林水産業費

 道路橋梁費     

 河川費     

 街路費   

 公園費       

 区画整理費等   

 住宅費

 その他  

 消  防  費

 小学校費   

 中学校費   

 幼稚園費

 社会教育費      負

 保健体育費 

 土  木  費

 ※本表の区分及び財源は、地方公共団体が作成する地方財政状況調査を基に作成しています。

平    成   ２　５   年    度    普    通   

区　　　　　分 決 算 額

左　　　の　　　財　　　源　
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　

国庫支出金 県支出金
分 担 金
負 担 金
寄 附 金

地 方 債

補
　
助
　
事
　
業

 土  木  費

 教  育  費

小　　計

そ
の
他 小　　計

合            計

単
　
独
　
事
　
業

 衛  生  費

 土  木  費

 教  育  費

小　　計
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（単位：千円）

源

繰越  半田赤レンガ建物整備事業、防犯灯整備事業　ほか

 地域介護・福祉空間整備等事業、地域ふれあい施設建設費補助金

 経営体育成支援事業助成金

 観光サイン設置等工事

繰越  常盤亀崎２号線道路改良事業、半田運河周辺整備事業　ほか

財産等  乙川中部土地区画整理事業（街路事業分）

繰越  七本木池公園整備事業、雁宿公園再整備事業　ほか

財産  乙川中部土地区画整理事業（区画整理事業分）

繰越  既設住宅改修工事

繰越  半田運河周辺整備事業、民間住宅耐震改修費補助金　ほか

繰越  有脇小学校体育館等改修事業、雁宿小学校グラウンド改修事業　

 半田中学校体育館改築事業

 旧中埜家住宅保存管理事業

 半田運動公園改修事業

繰入等  新庁舎建設事業、亀崎駅バリアフリー化事業、アイプラザ半田改修事業　ほか

繰入等 （仮称）板山こども園整備事業、市立保育園空調機設置工事　ほか

繰入  住宅用太陽光発電導入促進費補助金、乙川一色墓地整備事業　ほか

諸収入  一般廃棄物最終処分場建設用地取得事業、ごみ焼却処理施設補修事業　ほか

諸収入  愛知用水二期事業、酪農振興事業、市民農園整備事業　ほか

繰越等  道路維持修繕事業（維持修繕・改修）、交通安全施設等整備事業　ほか

 用悪水路改修事業（維持修繕・改修）、神戸川改修事業（修景）　ほか

諸収入  知多半田駅前土地区画整理事業（街路事業分）　ほか

繰越  公園整備・改修事業　ほか

財産等  知多半田駅前土地区画整理事業（区画整理事業分）ほか

繰越  既設住宅改修工事

繰越  景観形成重点地区整備事業

繰越  防災行政無線整備事業、100t型耐震性貯水槽新設事業　ほか

繰越  小学校校舎外壁改修及び屋根防水事業、小学校公共下水道接続事業　ほか

繰越  半田中学校体育館改築事業、成岩中学校敷地整備事業　ほか

（仮称）亀崎幼稚園（認定こども園）改築事業　ほか

 亀崎公民館・図書館第２駐車場用地取得費、福祉文化会館施設等改修事業　ほか

 学校体育施設改修工事

 国道247号踏切除却鉄道高架負担金、ＪＲ武豊線連続立体交差事業負担金

  建    設    事    業    費    の    内    訳    

　 内　　訳

主 な 事 業 名 ・ 事 業 内 容
一般財源

 そ の 他
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年国
調人口

住民基
本台帳

年国
調面積

標準財政
規  模

歳 入 総 額 歳 出 総 額
歳入歳出差

引額
Ａ)－(Ｂ)

翌年度へ繰
越すべき額

実質収支
Ｃ － Ｄ

（人） （人） （k㎡） （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）

豊橋市 中核市

岡崎市 中核市

一宮市 特例市

瀬戸市 Ⅲ－１

半田市 Ⅲ－１

春日井市 特例市

豊川市 Ⅳ－０

津島市 Ⅱ－１

碧南市 Ⅱ－０

刈谷市 Ⅲ－０

豊田市 中核市

安城市 Ⅳ－０

西尾市 Ⅳ－０

蒲郡市 Ⅱ－０

犬山市 Ⅱ－１

常滑市 Ⅱ－１

江南市 Ⅱ－１

小牧市 Ⅳ－１

稲沢市 Ⅲ－１

新城市 Ⅰ－０

東海市 Ⅲ－１

大府市 Ⅱ－０

知多市 Ⅱ－１

知立市 Ⅱ－０

尾張旭市 Ⅱ－１

高浜市 Ⅰ－０

岩倉市 Ⅰ－１

豊明市 Ⅱ－１

日進市 Ⅱ－１

田原市 Ⅱ－０

愛西市 Ⅱ－１

清須市 Ⅱ－１

北名古屋市 Ⅱ－１

弥富市 Ⅰ－１

みよし市 Ⅱ－０

あま市 Ⅱ－１

長久手市 Ⅱ－１

   ※本表は７月末時点で各市に照会した数値を使用しており、その後変更されている可能性がある。　　               　                      　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   ※経常収支比率の（　）内は、減収補てん債特例分と臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた比率である。                                 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 ２ ５ 年 度 県 下 都 市

区 分 市類型
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  　　   （単位：千円）

単 年 度
収 支

積 立 金
（財調）

繰 上
償 還 金

積 立 金
取 崩 額

公債費
比率

経常収支
比率

（Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （ I ） （％） （％）

△  941,434

△ 　282,899 △2,590,855

△ 　609,729 △  104,669

△ 　　2,927

△ 1,331,957 △  202,978

△1,338,815

△　 463,530 △  955,230

△　  87,766

△　 572,161 △  564,319

△　 162,118

△　 254,810 △  472,500

△   353,380 △  509,379

△ 　  8,985 △   56,346

△  696,344

△       63

△　 232,592

   ※本表は７月末時点で各市に照会した数値を使用しており、その後変更されている可能性がある。　　               　                      　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※財政力指数の（　）内は、単年度（25年度）の数値である。
   ※経常収支比率の（　）内は、減収補てん債特例分と臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた比率である。                                 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地 方 債
現 在 高

財政力指数
３ 年 平 均
（ 単 年 ）

普 通 会 計 決 算 の 概 要

実 質 単 年 度
収支 Ｆ ＋ Ｇ
＋ Ｈ － Ｉ

積 立 金
現 在 高

― 383 ―



平成２５年度予算編成について

○予算編成をめぐる諸情勢 
１．野田政権発足から１年が経ち、自ら近いうちにと表現した解散総選挙も迫ってきた。民主党への政

権交代から３年余りというものの、今回の総選挙では再び自民党が与党を奪還するかどうかが焦点と

目されている。ただし、懸案であった社会保障一体改革としての消費税増税法案が可決し、平成

年度から施行されることになる。 
また、東日本大震災に端を発した原子力発電への依存を問うエネルギー問題の行方や、尖閣諸島・

竹島等の領土問題に付随する経済への影響も懸念するところである。 
一方で、世界の主要国においてトップの交代時期が連なっており、新たな展開も予想される中、日

本国内の経済についても閉塞感の払拭が切に期待されるところである。 
２．９月に発表された内閣府の月例経済報告では、わが国経済の基調判断として「景気は、世界景気の

減速等を背景として、回復の動きに足踏みがみられる。」とし、前月の「このところ一部に弱い動き

がみられるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつある。」から下方修正された。先

行きについては、「当面は弱めの動きも見込まれるものの、復興需要が引き続き発現するなかで、海

外経済の状況が改善するにつれ、再び景気回復へ向かうことが期待される。」とする一方、欧州政府

債務危機など、我が国の景気を下押しするリスクが依然存在するとしている。 
また、政府としては当面の最大の課題であるデフレ脱却に向け、平成 年度までを念頭に「モノ」

「人」「お金」を動かす政策手段を動員していくとしている。 
３． 政局不安定の影響から、国会では赤字国債発行に必要な特例公債法案が成立せず、平成 年度予

算の執行を抑制せざるを得ず、中でも地方交付税については、９月に支給予定だった４兆 億円

の普通交付税のうち、１兆 億円を 月以降へ先送りするという異例の措置を発表した。幸い

半田市においては通常通り交付されたが、地方公共団体にとって大きな財源ともなっている普通交付

税に白羽の矢が立ったことからも分かるように、政局の混乱は今後も地方公共団体に対し、予想し難

い影響を与えることが考えられる。よって、どのようなリスクにも対応できる柔軟性を備えておく必

要がある。 
 
○本市の財政状況 
１．平成 年度一般会計決算は、歳入は 百万円、歳出は 百万円であり、前年度と比較

して歳入は ％の減、歳出は ％の減となった。歳入歳出差引額は、 百万円で、「実質収支」

は 百万円となり、単年度収支は△ 百万円となった。

２．平成 年度普通会計決算の歳出の状況について、財政指標でみると、経常的な一般財源収入が、

経常的な支出にどのくらい使われたかという、収支構造の弾力性を示す「経常収支比率」は ％ 前

年度 ％ であった。これは、平成 年度に実施した個人市民税 ％減税の不継続や自動車関連

企業の業績回復による法人市民税の増収などにより、経常一般財源が増加したため指標が改善した。

（ ～ ％が良い）。

また、財政力を見る指数として、「財政力指数」がある。これは基準財政収入額を基準財政需要額

で割ったものであり、この指数が 年度は３か年平均値 （前年度 、単年度数値 （前

年度 となった。財政力指数が を超えると普通交付税の不交付団体となり、指数が高ければ

高いほど財政が豊かであるといえる。 年度は単年度数値が で昨年度と同じ数値となり、３か

年平均値は と下がり、今年度も普通交付税の交付団体になった。

３．財政健全化判断比率（下記の４指標）の状況は下記のとおりである。 
（単位：％）

平成 23 年度 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

半田市 ― ― ７．３ ２３．６

早期健全化基準 １２．２０ １７．２０ ２５．０ ３５０．０ 
財政再生基準 ２０．０ ３５．０ ３５．０  
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上記４指標の内、「実質公債費比率」は平成 年度決算では ％、「将来負担比率」は ％であ

り、いずれも前年度より改善した。

なお、地方債残高は 年度末に目標としていた 億円を下回る見通しだが、依然として多いこと

には変わりなく、それを償還するための公債費が市財政を大きく圧迫しており、引き続き残高削減に

向けて努力していく必要がある。

４．平成 年度の財政収支見込みは、歳入では、個人市民税で退職所得の分離課税に係る所得割額特

例廃止等の税制改正による増収が見込まれる。償却資産税は大企業を始め中小企業の設備投資が大き

く落ち込んだことにより、予算を若干下回ると見込んでいる。

歳出では３か年実施計画事業の着実な推進を図りつつ、限られた財源の中では「あれも」「これも」

ではなく、「あれか」「これか」という選択と集中により事業を取捨選択していくことが重要であり、

効果の高い事業を優先的に実施していく。

また、将来世代へ財政負担を先送りしないために、地方債の発行を抑制することや後年度に計画さ

れているＪＲ半田駅周辺連続立体交差化関連事業、ごみ処理広域化関連事業などの大型事業に備える

ための財源確保、扶助費などの社会保障関係経費の増大にも注視する必要があり、さらに厳しさが増

している。

 
○予算編成方針 
１．予算は総合計画の理念に照らし合わせるとともに、３か年実施計画に基づき、事業ごとに事業目的

を明確にして、費用対効果の視点に基づくコスト意識を徹底し、かつ的確な優先順位付けのもと、要

求額の見積りを行うこと。 
２．事務事業評価による今後の事業の方向性を予算に反映させること。 
３．所管する事務・事業についてゼロベースから再構築を行い財政健全化に向けた改善措置を講ずるこ

と。 
４．新規事業及び制度改正については、スクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底するとともに必ず終

期を設定すること。 
５．国、県の補助事業については、常に動向に注視し補助制度を可能な限り活用するとともに、県等か

ら頻繁に情報を収集し、補助金の削減又は廃止に注意して予算要求を行うこと。 
また、事業の必要性、緊急性及び優先度から市の主体的な判断により選択して事業を実施すること。 

６．普通建設費の事業計画については、経費の削減を図り、市民生活の維持向上に直結した事業となる

よう創意工夫するとともに、後年度における維持管理費が多大なものとならないよう計画すること。 
７．内部経費の節減、各特別会計への繰出金の削減など財政支出の見直し等を予算要求に反映させるこ

と。 
８．後年度の財政負担の増大を避けるため、継続費、債務負担行為の計画にあたっては、慎重を期して

行うとともに、事前に財政課と調整を行うこと。 
９．平成 年度予算は、市税等歳入の増は見込まれるものの、不安定な経済情勢や扶助費等の増加が

懸念される。予算要求にあたっては徹底した歳出削減を実施するとともに、特定の行政サービスを提

供しているものについては、適正な負担を求めるなど、一層の財源確保を図ること。

１０．平成 年度予算要求にあたっては、一般会計については３か年実施計画事業及び義務的事業を

除いた一般財源分について、部単位に「一般財源要求上限額」を通知するので、その範囲で調整し要

求すること。（別添説明資料）

また、今年度から経常的事業についてもインセンティブ項目の対象としたため、スクラップ・アン

ド・ビルドの原則に基づき、積極的に活用すること。（別添説明資料）

 
第６次半田市総合計画におけるまちづくりの目標 

１．協働による自立した地域経営のまち 
２．地域資源を生かし魅力ある文化を創造・発信し続けるまちづくり 
３．安全で快適な環境のもとで安心して暮らせるまちづくり 

― 385 ―



予算要求書作成上の統一事項

１ 総括事項
平成２５年度の予算の編成に際して、本市の財政状況は平成２３年度決算における市税収入が前年度に比

べて１億２千万円（個人市民税減税影響分除く）程の増加となったが、今後の歳入環境は世界景気減速の影

響や円高、デフレ等の影響が懸念され、厳しい状況が予想される。一方、歳出においては、年々増加傾向に

ある社会保障経費や総合計画に盛り込まれた諸施策などを着実に遂行するにあたり、なお一層の財源確保を

図ることが必要となる。

このような厳しい現状のため、歳出については、限られた財源の中で、諸施策を着実に推進し目標を達成

するため、既存の予算はすべてゼロベースで見直し、徹底した無駄の削減に努めること。すべての事業の優

先度を見直すとともに、新規事業を含めた事業全体の再構築を図り、人件費、事務費等あらゆる総コストの

縮減を図り、費用対効果の最大化に努めること。

また、金額の積算にあたっては、予算と決算が大幅にかけ離れないよう必要最小限に見積もること。特に

経常的な経費については、単に前年度予算をベースに考えるのではなく、実績価格、社会情勢等を勘案し見

直しを行うこと。景気対策など国の施策や政局の動向に注意し、的確な情報収集に努め、以下の点を十分考

慮して予算編成を行うこととし、考慮されていない場合には予算措置しないこととする。

（１）年間総合予算としての編成

当初予算は、原則として年間総合予算として編成する。このため、あらかじめ補正を見込んだ予算要

求とならないよう見込額を低く見積もることや計上漏れに留意すること。年度途中の予算編成（補正予

算）は、制度改正を伴うもの、災害等緊急なもののほかは行わないので留意すること。計上漏れや見込

み違いによる補正増は認めないものとする。

なお、２３年度決算において特別会計も含めた節間、節内流用は 件、 千円で、２２年度よ

り 件、 千円の増となっており、見込額の精査を図ること。また、２３年度、２４年度で流用財源

となったものは必ず削減すること（査定時確認）。

（２）部課長等の十分な精査と確認について

各課予算査定の冒頭において各課長による総括ヒアリングを実施するので、所管する新規事業や削減

努力した内容などを説明できるようにしておくこと。

個々の課単位での要求額の算出を早めに完了し、部内での調整期間を十分確保すること｡

単なる担当者のみによる予算計上とならないよう、部課長等は責任を持って内容の確認及び検討を行

い、予算要求書の内容・金額に誤りがないか部課長等が十分精査したうえで提出すること。

（３）指摘事項の改善等

議会、委員会、監査等での指摘事項については、適切な検討をし、対応すべきとした事項は、必要最

低限に抑えて要求に反映すること。

（４）３か年実施計画・事務事業評価との兼ね合い

３か年実施計画を基本に編成するが、事業費の算定にあたっては、内容、質、量について再度徹底的

な節減、合理化の意識をもって精査すること。３か年実施計画査定外の事業についても全て同様。

また、事務事業評価の方向性や目標値に沿った予算編成とすること。

（５）全ての事業について見直しを行うこと

全ての事業について、対象とならない市民の理解を得られるか、自分がお金を出すと仮定して「やら

なければならない」のか「この方法でやるのか」を市民目線、現場目線で再度点検し、施行の目的、市

民需要、効果・利用の持続性、民間事業による代替性、存続期間中の収支見通し、一般財源投入の合理

性、緊急度について再検討し、２５年度も実施する必要性があるか判断すること。

２５年度についても経常的経費について一般財源ベースでの「部単位枠配分方式」を実施するので、

事業の優先順位付けを考慮し、事業の徹底した見直しを進めるとともに、課の枠を超えた部単位での事

業選択と既存事業の縮小・統廃合を積極的に行うこと。枠配分額の範囲内で要求されたものについては

なるべく尊重するものとするが、その内容によって、また会計全体の収支状況によっては、さらに調整

を行うことがあり得る。

（６）財源の確保に努めること

歳出の見直しのみならず、財源の確保に向けた歳入の見直しも積極的に推進すること。

（７）国、県等の動向に注視し、的確に算定すること

現時点で国の予算・施策等が明確でなく、一日一日と状況の変化が予想されるため、国、県等の施策

及び経済の動向について積極的に情報収集を行うこと。変更がある場合は、現在判明している変更の制
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度内容に基づき歳入・歳出予算を的確に算定すること｡

（８）新規事業について

新規事業は、重点事業に位置づけられるもの、社会情勢や住民要望に即応し、効果的かつ大幅な住民

サービスの向上が図られるもの、既存事業の見直しを踏まえた新たな施策展開を図ろうとする事業など、

真に必要不可欠なものに限る。また、事業の終期設定は必ず行うこととし、後年度の負担を明らかにし

た上で見積もること。

（９）市民の参加について

各所管の分野について、市民生活はこうあるべきとの理念を描き、与えるだけの施策ではなくＮＰＯ、

ボランティアを始め広く市民が参加、協調し、創造する社会へ誘導すること。

（１０）各部・課との調整をおこなうこと

予算要求書の作成にあたっては、部内はもとより関係部課との調整を行うこと。特に施工区間が競合

するおそれのある土木課､市街地整備課､下水道課､上水道課は､必ず情報交換をしておくこと。

（１１）各種資料の作成について

予算編成は「あれもこれも」の列挙ではなく、「あれかこれか」の選択作業である。事務事業の選択

には根拠となる資料等により総合的な検討を行う必要があるため、計上した予算等に関する資料の作成

をあわせて行い、説明等ができるようにすること。

（１２）特別会計、企業会計について

特別会計及び企業会計についても、一般会計の編成方針に準じること。制度改革、事務事業の見直し

を行い、一般会計からの繰入金を抑制し、健全経営ができるよう収益の増加と経費節減に努め、堅実に

事業を推進すること。次世代へ負担を先送りすることのないよう、長期的かつ計画的な視点で適正化に

努めること。

２ 歳入予算に関する事項
財政の基本は「入るを量りて、出ずるを為す」である。一般財源であれ、特定財源であれ、単年度に収入

される歳入以上に支出することは不可能。全ての財源があって初めて全ての事業を実施することができるの

だということを強く認識し、過去の実績等を検証する中で過大、過少とならないよう的確に歳入の計画を立

てることが、財政運営の最も重要かつ根本的な作業である。

したがって、歳入予算の要求にあたっては、財源を自ら確保するとともに、国や県の補助金など外部資金

の活用や新たな収入源の模索をするなど、収入しうる事項を一つたりとも漏らすことなく完全に把握すると

ともに、現在収入している事項についても、さらに収入増を図る方法がないか常に真摯に検討し、目処の立

つものは即座に実行する心構えを持つこと。

（１）市税

市税は自主財源の根幹となるものであり、計上にあたっては税制の改正や経済情勢の推移、地方財政計

画の内容等を十分勘案するとともに、税負担の公平を期するため、不明、曖昧さを一切排除した的確な課

税客体の完全把握と、収納率の向上に引き続き最善の努力をすること。

（２）負担金

市が行う特定の事業によりサービスを受ける者から、その事業費を賄うため徴収する特定財源である。

しかし、この負担金や国庫支出金その他の特定財源のみでは事業費を全て賄えないため、一般財源を投入

している。

したがって、一般財源を特定の者へのサービスに使うということなので、受益と負担の適正化の見地か

ら、あるべき負担割合を検討すること。

計上にあたっては、一人あたりにかかる事業費と負担金の関係を経年で観察するとともに、国基準、近

隣市町の水準等とも比較検討すること。

（３）使用料及び手数料

現在、使用料及び手数料を徴していないもので、特定の行政サービスを提供しているものについては、

適正な負担を求めることについて検討すること。また、料金改正の予定があるものは、積算根拠を明確に

し、予算に反映すること。

使用料は、市の行政財産又は公の施設を使用した者が、その受益の程度に応じ、実費弁償的に負担する
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もので、条例で徴収基準が定められている。予算要求にあたっては使用件数の経年推移を検証し、低下、

低迷しているものはその原因を究明するとともに使用件数向上のための具体策を必ず検討のうえ算定する

こと。低迷が続き､向上の見込みがつかない施設については、その存続意義を問うものとする｡

手数料は、市が行う事務により役務の提供を受けた特定の者が、受益の程度に応じ、実費弁償的に負担

するもので、条例に徴収基準が定められている。算定にあたっては、事務事業評価の目標値を勘案すると

ともに、「許可手数料」については無許可行為が放置されないよう、事務を徹底のうえ計上すること。

（４）国庫支出金・県支出金

国・県の補助制度の見直しの動向を注視するとともに、関係機関と連絡を密にし、新たな制度について

も積極的な活用を図ること。

本来補助金を活用できる事業が単独事業で行われることが無いよう、補助（負担）制度の目的をよく理

解のうえ、対象、基本額、率等の算定基礎については県の関係部局等に照会するなどして正確な情報を

収集し、算定すること。また、負担金等の廃止・縮小等の動向に留意すること。

（５）諸収入

諸収入は、その範囲が多岐となるので、前年度予算に計上したものだけでなく過去の実績、類似団体

との比較、今後の見直しなど多角的に検討し、算定にあたっては、事務事業評価の目標値等を勘案する

こと。 また、広告収入について積極的に導入すること。

（６）市債

市債の算定にあたっては、技術的な部分があるので財政課と協議すること。

３ 歳出予算に関する事項

全ての既存事業についてゼロベースで見直し、施行の目的、市民需要、効果・利用の持続性、民間事業に

よる代替性、存続期間中の収支見通し、一般財源投入の合理性等について内容精査し、安易に前年度の実績

によることなく、削減に努めること。事業の拡大などで事業費が多くなる場合は、各事業の緊急度、事業効

果等を検討し、事業間でスクラップ・アンド・ビルドを行うなど横断的に対応し、十分な検討・調整を行っ

た上で予算要求をすること。また、後年度の財政負担（ランニングコスト）についても十分精査した試算を

すること。

予算査定は、そのことを一つひとつ確認する作業なので、円滑な査定を進めるために、予算要求書の「事

業の概要」の欄には、施行の目的、市民需要、効果、必要性等のほか、事務事業評価の「今後の事業の方向

性」を必ず入力するとともに､写真、地図、カタログ等の参考資料を整備しておくこと。必要性が説明でき

ない事業は、一切の予算要求を認めない。

１件２０万円以上の項目については、２者以上の業者から見積書を徴収のうえ、説明資料などとともに予

算要求書に添付すること。

また、３か年実施計画事業、新規事業等の主要事業については、「平成２５年度主要事業の概要」を作成

すること。この「主要事業の概要」は、２５年２月２０日（水）に予定している議員予算説明会（各部長が

説明）の配付資料とするほか、ホームページ上でも公開するので、内容を分かりやすく記述すること。

債務負担行為等の翌年度にわたる予算については、事前に財政課と調整を行うこと。債務負担行為の書式

は、新規分と更新分（翌年度以降）とあるので注意すること。

３か年実施計画の査定内容から変更がある場合は、予算査定時に内容を聴取するので、説明資料等を用意

しておくこと。また、３か年実施計画で認められた経費とそうでない経費を一事業内に混在させてはならな

いこと。毎年、３か年実施計画での通知額を超える要求額があるが、要求額だけでなく一般財源も通知額を

超えないよう十分確認すること。言うまでもないことだが、予算査定において要求が削減されることを見越

して、過大に見積るようなことは絶対に行わないこと。

（１）１節 報酬

現行の議員報酬、非常勤特別職の報酬に関する条例により算定すること。会議内容等から過大な見積
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もりとならないよう注意すること。

（２）２節 給料・３節 職員手当等・４節 共済費

人件費については、人事課で入力するので、わからないことがあれば人事課へ問い合わせること。

（企業会計は除く。）

（３）７節 賃金

事前に人事課の承認を受けたもののみ計上すること。なお、人事課が要求するものについて、重複し

て要求しないこと。

（４）８節 報償費

謝金の単価は据え置きとする。講師謝礼については、原則として次の区分により計上すること（講演

のために要する時間が、概ね４時間につき）。

ア．大学教授又はこれに類する者 ２５，０００円以内

イ．講師又は一般講師 １５，０００円以内

ウ．その他 ８，０００円以内

記念品については、支給の意義をよく検討し、付録的なものや単に「モノ」で人目を引くための支給

は、徹底して廃止すること。

謝礼品については、例えば福祉ふれあいプールの利用券や新美南吉記念館の特別入場券など、市の施

設の利用促進につながるものを検討すること。

（５）９節 旅費

「半田市職員旅費のてびき（人事課発行）｣に基づき算出すること｡

なお、新幹線利用により東京都内でも日帰りは可能であるので、利用する交通機関と用件の時間を検

討し、安易に宿泊料を計上しないこと。

各種の委員、委員会、協力員等の行政視察研修旅費については、原則、上限金額を３５，０００円と

し、業務遂行に当たり直接的にその必要性が真に認められるもの以外は原則として取り止めとする。

また、総会、全国大会等、担当業務に直接的な効果をもたらさないものや、後日会議内容が公開され

るものについては要求しないこと。

（６） 節 需用費

消耗品費

消耗品については、机の中で眠っている消耗品がないよう、今一度確認し予算化すること。契約

物品については年度当初に会計課より「契約物品払出単価表」を配布するので、契約業者以外での

購入やワンランク上の商品の購入はしないこと。単価表に記載のない商品を購入する場合は、契約

業者やインターネット、量販店などで価格の調査を行い、より安価な方で購入すること。毎日使う

わけではない参考書、住宅地図などの図書類、事務用器具を近隣の課と共用できないかを検討し、

徹底的に節約する心構えで算定すること。また、グリーン購入法を推進する立場から環境配慮型物

品の購入を心がけること。なお、調達物品等全庁統一単価があるものは､現行の実施単価により算定

すること｡

また、手土産は原則的に廃止しているため、特に官庁間における儀礼的なものは、公費で一切支

出しないという態度を本市が率先すること。相手方も公務で応対しているのだと割り切るととも

に、相手方の負担となる「もてなし」は､当然断っておくこと｡

燃料費

１リットルあたり以下の単価（税込み）で算定すること。

・無鉛ガソリン 円 ・混合油 円

・ハイオクガソリン 円 ・ＳＣＦ重油 円

・軽油 円
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印刷製本費

まず、庁内印刷が不可能かどうかを検討すること。両面刷り ページ、 冊程度のものなら１日

で製本可能。印刷する人手がないという理由では､要求を認めない。

また、全庁通知の文書・資料等は、情報系端末等を活用しペーパーレスに努めること。

食糧費

食事については、廃止とする。飲み物についても原則廃止。通常の会議、説明会では適宜休憩をと

ることを予告し、食堂、自動販売機コーナー等の利用を案内すること。

光熱水費

光熱水費については、エコオフィス化を一層推進するため、電力使用等の省エネに努めた積算とす

るため、過去数年間の消費量・月額推移を調査し、目標消費量を設定して算出すること。また、契約

方式の変更など節約のための参考情報は、インターネットで「電気料金」、「中部電力」などを検索す

れば数々得られるので、営業所にも相談するなどして合理化すること。

修繕料

施設等の磨耗、劣化を適切に監視し、安全性維持、機能性維持の状態をよく確認のうえ具体的箇所

を明示し、優先度の高いものから①、②と番号を記入し要求すること。査定時に修繕の必要性を説明

するため、現況写真を用意しておくこと（デジタルカメラの保有課から借用して撮ると良い）。

賄材料費

過去の実績に基づき必要最少金額を計上すること。

（７） 節 役務費

県庁や他市町村等との事務連絡が、従来の郵便から電子メールに相当程度切り替えられており、郵便

料金の節約に効果があると思われる。郵便料金の計上にあたっては、節約の効果を確認のうえ、徹底的

なコストカットを目指して算定すること。郵便物の発送を統括する総務課、情報端末を統括する秘書広

報課は、各課に節減の具体策を啓発されたい。

（８） 節 委託料

市が委託している業務の内容は、広範多岐にわたり、長年継続しているものが多いが、個々の事業に

対する市民の需要、維持すべき水準、所管課の職員の労働環境などが、どう変化しているかを客観的に

考察し、事業の廃止、委託業務内容の簡素化、職員による直営などを真摯に検討すること。市職員で行

えるものをコンサルタント等へ丸投げする手法は認めない。専門家でないと行えない業務以外は職員自

ら行うこと。

施設の管理運営等を委託にて実施している課等は、必ず委託先の内容を精査し予算要求すること。

参考見積りの徴収にあたっては、内訳明細書の提出を求め、２４年度の契約との推移を必ず確認し､

２４年度の単価と同額ベースを基本に価格の交渉をすること｡なお、仕様に変更がない場合は、２４年

度契約実績額で要求すること。

（９） 節 使用料及び賃借料

土地借上料は、別途財政課から通知する基準により算定すること。リース契約等については、「買い

取り」「リース」「メンテナンス込みリース」の総支払額などを比較検討のうえ予算要求をすること。Ｏ

Ａ機器の新規リースは、事前に秘書広報課に承認を受けていること。積算システムの配信単価は、土木

課と調整のこと（市街地整備課、都市計画課、下水道課）。

（ ） 節 工事請負費

３か年実施計画に基づき、同計画額以内で要求するものとするが、施行の目的、２５年度に行う必要

性、市民需要、効果・利用の持続性、存続期間中の収支の見通し、設計仕様、単価等全てにわたり再度

精密に検討するとともに、複数の業者から参考見積りを取るなどしたうえで、適正金額を要求すること。

財源についても正確に把握すること。
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また、スケールメリットという観点から、同じ時期に施工できる工事は、関係課と調整し、極力一

本の工事にして諸経費等のコスト削減を図ること。

なお、普通建設事業については、景気回復に寄与するため、年度開始後、可能な限り速やかに執行す

ること。

（ ） 節 原材料費

需用費のところで述べたことと同様、現場での原材料の使用に無駄がないか、管理は徹底されている

かなどを確認のうえ､徹底的に節約する心構えで算定すること｡

（ ） 節 公有財産購入費

実施計画に基づき、土地の価格を適正に算定すること。なお、土地開発公社や土地開発基金が所有し

ている土地を精算する場合は、精算計算書を添付すること。

また､土地については､土地対策会議で方針決定されたもののみを要求すること。

なお、移転補償額込みの売買契約を締結した場合に限り、移転補償額を公有財産購入費の科目で予算

計上できること。

（ ） 節 備品購入費

やむを得ない代替に限り認めるものとする。原則、新規購入は認めない。購入の目的、２５年度に購

入しなければならない必要性を十分検討し、複数の業者から参考見積りを取るなどして、適正金額を要

求すること。優先度の高いものから①、②と番号を記入すること。

ＯＡ機器については、秘書広報課の承認を受けたもののみ要求すること。

（ ） 節 負担金、補助及び交付金

市の事業費、事務費は、大変厳しい査定を経て予算となり、執行されている。市から負担金、補助及

び交付金を受けて事業を行う各種団体の金の使い方も同じ水準であるべきで、食糧費､会員旅費､記念品

代等に安易に支出されていないかどうか実態をよく監視し、交付目的に合わない支出、無駄な支出は、

当然に交付対象から除外し減額することを通告しておくこと。

負担金、補助金は既得権益化しやすく、担当課と相手団体の間に長年、依存関係が継続していると実

態を見落とすおそれが生じるが、常に「誰のために、何の目的で」交付しているかを冷徹に見つめ、効

果が希薄なものについては廃止を含め、厳正に整理すること。加入のメリット等に再検討を加えるとと

もに、会費等の引き下げについても要望していくこと。

要求にあたっては、行政の責任分野、経費負担のあり方、行政効果等を考慮し、必要不可欠なものに

限って計上すること。また、補助金等判定会議の承認を受けたもののみを計上すること。

研修等出席者負担金がある場合は、旅費が計上されているか確認のこと。

（ ） 節 扶助費

制度改正による市民への影響が大きい費目なので、国・県の動向に留意し、正確な情報収集に努めて

適正に算定すること。

また、独自に一般財源を使って行っている単独扶助については、ゼロベースからの見直しを行い、他

市町の状況を調査のうえ、なぜ実施するのか、なぜこの単価としたのか等をヒアリング時に説明できる

ようにすること。どのような状態の人をどの水準まで保護することが適正かという、制度の本質と運用

の実態を見極め、一般納税者の目から見て、過度の保護、不公平・不合理な保護施策に陥っていると判

断される場合は、運用の見直し、制度の改廃をためらわないこと。

（ ） 節 償還金、利子及び割引料

公債費の償還利子額の算定にあたっては、１．２％の利率で計算すること。
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